
 
個人評価の集計・分析並びに自己点検評価項目等について 

 
1. 個人評価の実施状況 
1) 対象教員数，実施者数，実施率 

対象教員数（人） 実施者数（人） 実施率（％） 

 
７ 

（教授２、助教授２、講師３） 

 
７ 
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2) 教員個人評価組織と実施概要 

評価組織 低平地研究センター 個人評価専門委員会 
 

構 成 
荒木宏之（センター教授／センター長） 
林 重徳（センター教授／副センター長） 
外尾一則 （理工学部教授／副センター長） 
武田 淳 （農学部教授／副センター長） 

 
 実施内容と方法： 

①任期付き教員を含む全教員を対象とした。 
②低平地研究センター個人評価実施基準、同指針に基づき、評価項目とそれらの重みを

各自が設定。 
③実施対象期間は平成 18 年度とし、活動実績の様式に活動実績を記入し（添付資料で明

らかな場合は必ずしも記入を要しない）、それに基づき自己点検・評価を行い提出。 
④評価専門委員会を平成 19 年 8 月 6 日に開催し（出席者：荒木、林、他尾、欠席者：武

田（海外出張のため））、提出された評価資料をすべて点検・評価し、委員会の評価点、

コメントを集約。 
 

 添付資料： 
 ①低平地研究センター個人評価実施基準 
 ②低平地研究センター個人評価実施指針 
 ③個人目標申告書（様式１）、活動実績報告書（様式２）、自己点検・評価書（様式３）・  
  評価結果（様式４）の各フォーマット 



 
2. 評価領域別の集計・分析と自己点検評価 
(1) 研究の領域 
1)評価項目ごとの実績集計と分析 
①論文数 （ ）内は平成 17 年度 

 年間一人当たり平均 最少 最多 
学術論文 17.3（7.7） 6（2） 35（20） 
審査付き学術論文 14.4（6.7） 4（2） 31（20） 
講演発表論文（学術） 9.4（7.7） 0（0） 17（16） 

・教員によって論文数には差ががあったが、審査付き論文がない教員はいない。 
・論文数は前年度より増加している。 
②学内外共同研究、国際共同研究 
・全員がいずれかまたは両方を目標項目に設定し、かつ 100％達成している。 
③競争的資金 
・全員が研究代表者として申請、獲得率も高い。 
④センター業務と連携した研究 
・全員が業務と密接に連携した研究を行っている。 

 
2)研究の領域における教員の活動評価集計と分析 
・自己評価（達成率）は平均 109.3％（前年度 87.9％）であった。各評価項目とも概ね目標

を達成、またはそれ以上に到達している。 
・審査付き論文、国際シンポジウムへの投稿数に関して努力の余地があるとする若手教員が

あり、自己評価で低い点数をつけていた。 
・外部資金の申請は全員が行っているが、獲得できなかった点を低く評価していた。 
 
3)研究の領域における部局等の自己点検評価 
・少人数でありながら十分な業績を達成している。 
・他の評価領域（特に、社会貢献、国際貢献）の過剰な負担のため論文作成・投稿に支障が

出ている場合があり、個人およびセンターとしての業務分担や人的資源の獲得などを模索す

る必要性が依然として認められた。 
・平成 18 年度までの自己評価を勘案して目標が少し高く設定され、達成率も向上しており、

自己点検評価の効果が現れた（H17 年度 88％→H19 年度 109％）。 



 
(2) 教育の領域 
1)評価項目ごとの実績集計と分析 
①教養教育／学部教育科目担当 
・有資格教員全員が教養教育一科目と理工学部の講義を一科目または複数科目担当している。 
②大学院授業担当 
・有資格教員全員が２科目以上を担当している。 
③大学院学生数 

 博士主指導 博士副指導 修士主指導 修士副指導 
有資格者一人当

たり年平均 
2.0 

（2.5） 
1.5 

（0.5） 
2.8 

（4.0） 
2.0 

（2.3） 
・表の通りであり、年に 2 名の博士学生、3 名弱の修士学生を指導している。 
④学生生活指導，FD 活動，教育改善の取り組み 
・いずれの項目に関しても全員が個々人の工夫で取り組み効果を上げている。全般的には FD
講演会などへの参加に余地があるとも言える。 
 
2)教育の領域における教員の活動評価集計と分析 
・自己評価（達成率）は平均 102.9％（前年度 94.3％）であった。 
・教養教育、学部教育、大学院教育、部局を超えた専門教育などの各評価項目ともに積極的

に取り組み、十分に目標を達成している。 
・合格率の向上やインターネットの利用などの工夫が多く見られ、評価できる。 
・指導学生の受賞、授業評価の良好な結果など具体的な成果として達成率を評価している教

員がおり、高く評価できた。 
・経験の浅い若手教員が講義、研究指導で改善の余地を認めており、教育領域における自己

点検評価の意識向上効果が伺えた。 
 
3)教育の領域における部局等の自己点検評価 
・本センターは研究センターであるので学部教育の負担義務は基本的にはないが、実際には

それも含めて本学の教育に十分に貢献している。 
 
 
（3）社会貢献の領域 



1)評価項目ごとの実績集計と分析 
①学会の役員、審議会などの委員 
・全員が、国、県、地方自治体、関連学会などの委員長、委員、幹事など複数に就任してい

る。一人平均 114 件（前年度 8.9 件）であった。 
②低平地研究会（LORA）の運営 

・全員が運営委員長、委員、幹事長、部会長として運営に参画し、研究会を通して地域に貢

献している。 
③国内研究集会の開催に貢献する 
・全員がセンター主催の市民フォーラム、地域コンソーシアム成果発表会、低平地研究会研

究成果発表会などの企画、運営、講演などに貢献している。 
④学外からの依頼講演など 

・全員が小中高校等への出前講義、学協会等からの依頼講演のいずれかを引き受けている。 

 

2)社会貢献の領域における教員の活動評価集計と分析 
・自己評価（達成率）は平均 105.7％（前年度 101.4％）であった。 
・中には達成率が 150％とする者もあるほど十分な社会貢献を達成している。 

 
3)社会貢献の領域における部局等の自己点検評価 
・いずれの項目においても十二分の活動実績がある。 
・少人数の研究センターでありながら、全員が社会貢献領域の活発な活動を展開しており全

く申し分ない。 
 
 

(4) 国際交流の領域 
1)評価項目ごとの実績集計と分析 
①国際会議の開催、参加 
・センターでは「国際低平地研究協会（IALT）」を主宰しており、運営委員、編集長、幹事

長兼会計として、英文学術誌の年２回発行、シンポジウム開催などの運営に貢献している。 
・センターでは２年に１回、国際シンポジウム（ISLT）を主催しており、全員が実行委員長、

論文委員、ローカル委員などとして積極的に参画している。 
・国際会議への投稿・発表・参加も積極的である。 
②留学生の受け入れ 



・留学生に関しては教授が主指導となるケースが多く、それ以外では少ない。教授の平均指

導留学生数は 2.0 人であった。 
③新たにソウル大学との学術交流協定を締結するなど積極的に国際交流を進めて。 
 
2)国際交流の領域における教員の活動評価集計と分析 
・自己評価（達成率）は平均 107.1％（前年度 98.6％）であった。 
・各自十分に達成している。 

 
3)国際交流の領域における部局等の自己点検評価 
・自らの国際学会を中心的に運営し 10 年間以上継続して国際交流活動を展開していること

や、海外の大学との共同研究や世界の低平地域との交流も活発であり申し分ない。 
 
 
(5) 組織運営の領域 
1)評価項目ごとの実績集計と分析 
・全学委員の役割はセンターの特性上少ないが、数人は教養教育運営機構の部門幹事、安全

衛生委員として貢献している。 
・センターの運営に関しては、全員が毎週開催のセンター会議、運営委員会に参加し、また、

センター内各種委員会（業務分担）に各教員が責任をもって当たっており、個人ごとの目標

達成度は高い。 
 

2)組織運営の領域における教員の活動評価集計と分析 
・自己評価（達成率）は平均 98.6％（前年度 97.1％）であった。 
・達成率が前年度より僅かに向上しているのは、新任教員がセンター活動に慣れてきたため

であり、各自十分に努力達成している。 
 

3)組織運営の領域における部局等の自己点検評価 
・少人数の組織であり、全員が重要な業務分担をしている。平均的にも過重な負担が認めら

れるし、身分以上の責任が負わされる場合もあるものの、概ね良好に遂行されている。 
 
 

3．教員の総合的活動状況評価の集計・分析と自己点検評価 



１）総合的な集計・分析結果と部局等の自己点検評価 
 平均 最低値 最高値 
研究 109.3（87.9） 85（80） 200（100） 
教育 102.9（94.3） 90（90） 150（100） 
社会貢献 105.7（101.4） 100（90） 150（120） 
国際交流 107.1（98.6） 100（90） 150（100） 
組織運営 98.6（97.1） 90（90） 100（100） 

平 均 104.7（95.9） 93（88） 150（104） 
 

・各教員の総合的な評価点（達成率）は１０４.７％（前年度９５.９％）である。 
・若手教員に達成率が若干低い者が見られたが、これはセンター業務全体が過重となってい

る部分があるためとも言える。一方、2 倍の達成率とした教員もいたが、自己点検資料を検

討した結果、妥当と認められた。いずれにしろ、個人評価制度は有効に機能し始めていると

考えられる。 
・評価項目の重みづけの妥当性が問われるケースがいくつかあったので、評価結果通達時に

今後の目標設定で勘案してもらうようにした。 
 
２）個人評価に関する構成員からの意見を調査している場合は，まとめたものを添付 
 
・なし 

 
３）次年度の個人評価実施に向けての改善案が策定されていれば，それも記載 
 
・なし 

 
４）段階評価試行結果の検討（意義，有効性，活用方法などに関して）及びこれに代わる総

合的活動状況評価の集計・分析方法の提案など 
 
・なし 
 
以上 



佐賀大学低平地研究センターにおける職員の個人評価実施基準 

 (趣旨) 

第１ この実施基準は，国立大学法人佐賀大学における職員の個人評価に関する実施基準

（平成１７年９月２７日制定。以下「個人評価実施基準」という。）第３に基づき，佐

賀大学低平地研究センター（以下「センター」という。）における職員の個人評価の実

施に関し，必要な事項を定める。 

(評価体制) 

第２ センターの個人評価に係る実施組織は，センター運営委員会が別に定める個人評価

専門委員会とする。 

２ センターが行う個人評価の対象とする職員は，センター専任の教員とする。 

 (点検・評価項目及び評価基準等) 

第３ 点検・評価は，①研究，②教育，③社会貢献，④国際交流，⑤組織運営の各領域ご

とに，個人の活動実績及び改善に向けた取組について行う。 

２ 低平地研究センター長(以下「センター長」という。)は各領域の点検・評価項目及び

評価基準を定め，公表する。 

３ 各領域の点検・評価は，第４第２号に定める活動実績報告書によるものとする。 

４ 各職員は，各職員の個性を生かす評価を行うため，自己の職種，職務，能力，関心な

どを勘案して各評価領域における達成目標及び活動ウェイト「重み」配分を予め設定し

て申告する。 

５ 達成目標及び重み配分の設定は，別に定める「低平地研究センターにおける個人評価

実施指針」に基づき行う。 

 (評価の実施方法) 

第４ 点検・評価は，次の方法・手順で，個人の活動実績及び改善に向けた取組について

行う。 

(1) 各職員は，毎年５月末までに個人目標申告書(別紙様式１)を作成し，センター長

に提出する。 

(2) 各職員は，毎年５月末までに前年度の活動実績報告書(別紙様式２)及び自己点

検・評価書(別紙様式３)を作成し，センター長に提出する。 

(3) 個人評価専門委員会は，毎年８月末までに各職員の個人目標報告書，活動実績報

告書及び自己点検・評価書に基づき，本学及びセンターの目標達成に向けた活動と

いう観点から審査し，これらを基に評価を行う。審査に当たり，個人評価専門委員

会は，審査の公正性を確保するために，必要に応じて他の職員から意見を求めるこ

とができる。 

(4) 総合評価に際しては，各職員から申告された重み配分を考慮する。 

(5) センター長は，自己点検・評価書に評価結果を記入した個人評価結果(別紙様式

４)を当該職員に封書で通知する。 

(6) 各職員は，個人評価の結果に対して不服がある場合には，通知後１週間以内に不



服申立書(様式任意)をセンター長に提出することができる。この場合，センター長

は，個人評価専門委員会において当該職員から意見を聴取する機会を設ける。 

(7) 個人評価専門委員会は，不服申立書を提出した職員からの意見を聴取の上，必要

と認められるときは，再審査・評価を行う。再審査に際し，個人評価専門委員会は，

先行する審査に際して意見を求めた職員以外に，更に必要と認められる者から意見

を求めることができる。 

(8) 再審査・評価の結果は，センター長から当該職員に封書で通知する。 

(9) センター長は，センターの個人評価結果の集計と総合的分析を行い，結果を学長

に報告する。 

 (評価結果の活用) 

第５ 評価結果の活用については，国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則

（平成１７年３月１日制定）によるもののほか，次の各号によるものとする。 

(1) 各職員は，自己の活動状況を点検・評価し，自己の活動改善の資料とする。 

(2) センター長は，各職員の活動状況を点検・評価し，センターの活動改善の資料と

する。 

 (評価結果の公表等) 

第６ 評価結果は，センター運営委員会に報告するとともに公表する。 

２ 個人の評価結果は，本人以外に開示しない。 

３ 前２にかかわらず，センター長，副センター長及び個人評価専門委員会委員は，必要

に応じて，個人目標申告書，活動実績報告書，自己点検・評価書及び個人評価結果を閲

覧することができる。 

 

附 則 

１ この実施基準は，平成１8年２月２７日から施行する。 

２ 平成１７年度の職員の個人評価実施の試行に伴う日程は，別に定める。 



低平地研究センターにおける個人評価実施指針 

  

平成 18 年２月２７日制定 

1 個人達成目標及び重み配分の設定目的 

教員の業績評価は、教員の諸活動の領域（研究、教育、社会貢献、国際交流、及び組織

運営）について行われる。画一的な基準ではなく、各教員個人の個性を活かす評価を行

うため、自主的に達成目標と活動領域の重み配分を設定して申告する。 

 

2 達成目標設定の方法 

各教員は、自己の立場、職務、能力、関心等を勘案して、①研究、②教育、③社会貢献、

④国際交流、及び⑤組織運営の各領域における達成努力目標を以下の例示を参考にして

設定し、「個人目標申告書」（別紙様式１）に記入する。 

 

各領域における個人達成目標の例 

 

I 研究に関する目標 

(1) 審査付き学術論文誌に論文を発表する。 

(2) 国際会議及び国内会議において、研究発表を行う。 

(3) 学内外との共同研究を推進する。 

(4) 国際共同研究を推進する。 

(5) 研究代表者として競争的研究資金などの公募に応募する。 

(6) センター業務と連携した研究テーマを推進する。 

 

II 教育に関する目標 

(1) 大学院教育科目を担当する。 

(2) 部局の枠を超えて、横断的に専門教育に貢献する。 

(3) 教養教育科目を担当する。 

(4) シラバスを作成・公開し、教育内容の向上に努める。 

(5) 教育方法の改善に努める。 

(6) 卒業研究及び大学院研究指導を行う。 

 

III 社会貢献に関する目標 

(1) 学会の委員・役員、審議会委員など学外の委員等の活動を行う。 



(2) 低平地研究会の運営に参画する。 

(3) 国内研究集会の開催に貢献する。 

(4) 学外からの依頼による研究集会、講演会に協力する。 

 

IV 国際交流に関する目標 

(1)   国際低平地研究協会の運営に参画する。 

(2)   国際会議の開催に貢献する。 

(3)   国際会議に参加する。 

(4)   留学生の受け入れ・派遣・指導を行う。 

 

Ｖ 組織運営に関する目標 

(1) センターの日常運営に参加する。 

(2) センター改組等、組織の発展に寄与する計画立案、改革等を推進する。 

(3) 全学委員会等の委員として大学の運営に貢献する。 

(4) 大学や部局等が開催する行事に参加し、その運営に貢献する。 

 

 

3 「重み」配分の設定と用い方 

センターは少人数組織であり、個々人の活動が組織に及ぼす影響が大きいことから、下

表の重み配分基準を設ける。各教員は、配分基準の範囲内で重みの合計が１となるよう

に設定する。但し、配分基準が自分に当てはまらないと思われる場合は、配分をセンタ

ー長と協議の上、設定範囲外に変更することも可能である。その場合には、理由を明記

して個人目標申告書を提出する。 

 

「重み」配分基準 

 

   評価領域
      
 職種      

 
研究 

 
教育 

 
社会貢献

 
国際交流

 

 
組織運営 

 
合計 

教 授 
助教授（講師） 
任期付き教員 

0.3～0.5 
0.4～0.5 
0.5～0.8 

0.1～0.3
0.2～0.3
0～0.2 

0.1～0.3
0.1～0.2
0～0.2 

0.1～0.3
0.1～0.2
0～0.2 

0.2～0.3 
0.1～0.2 
0～0.2 

１ 
１ 
１ 
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